
議案第４５号 

  米原市長等の給与の特例に関する条例の制定について 

 米原市長等の給与の特例に関する条例を別紙のとおり制定することについて議会の議決を求

める。 

 

  平成２９年３月２７日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

提案理由 

市長、副市長および教育委員会教育長の給料月額を減額するため、この案を提出するもので

ある。 

  



米原市長等の給与の特例に関する条例 

 

(市長の給料月額の特例) 

第１条 市長の平成 29年４月１日から平成 33年３月５日までの間における給料月額は、米原

市特別職の職員の給与等に関する条例（平成 17年米原市条例第 37号。以下「特別職給与条

例」という。）第２条第２項第１号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその 100分の

30に相当する額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた

額とする。 

(副市長の給料月額の特例) 

第２条 副市長の平成 29年４月１日から平成 29年６月６日までの間における給料月額は、特

別職給与条例第２条第２項第２号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその 100分の

20に相当する額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた

額とする。 

(教育長の給料月額の特例) 

第３条 教育長の平成 29年４月１日から平成 29年８月 13日までの間における給料月額は、特

別職給与条例第２条第２項第３号の規定にかかわらず、同号に規定する額からその 100分の

20に相当する額（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた

額とする。 

 

付 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成 29年４月１日から施行する。 

 (米原市長等の給与の特例に関する条例の廃止) 

２ 米原市長等の給与の特例に関する条例（平成 25年米原市条例第 13号）は、廃止する。 

(経過措置) 

３ この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成 26年法律第 76号）附則第２条第１項の規定により引き続き教育長が在職する場合に

おける当該教育長の平成 29年４月１日から平成 29年８月 13日までの間の給料月額は、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例（平成 27年米原市条例第 21号）付則第２項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同条例第６条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する



条例第３条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額からその 100分の 20に相当する額

（その額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。 


